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　自立と社会参加の促進

上位施策
との関連
（総合計
画での位

介護保険制度改革により、対象を「介護保険法の要介護・要支援に該当しないものの、
介護や支援が必要になる可能性の高い高齢者」に変更。意図も「閉じこもり防止による
介護予防を図るため、生きがいデイサービスに通ってもらう」に変更になる。（委託事業
により実施）

施策）
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別紙１

整理番号 22-23 作成部署 保健福祉部高齢者支援課
（介護予防事業）

生きがいデイサービス事業
事務事業名 内線８０５

課長職名事務区分

　安全で安心できるまち

部長職名自治事務　　□法定受託事務 三上正美
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

小西洋一

平成12年度　生きがいデイサービスの専用施設として、国庫補助を受けて広葉小学校の
余裕教室を改造。（週2日開設。）内容は、教養講座や創作活動、趣味的活動、軽スポー
ツなどを実施。
平成13年度　利用者の増加により開設日を週3日に拡大している。
平成18年度　介護保険制度改革により、対象を変更するとともに、意図も「閉じこもり防
止による介護予防を図るため、生きがいデイサービスに通ってもらう」に変更になる。

平成19年6月

750

介護保険法の要介護・要支援に該当しない高齢者。平成18年度から、「介護保険法の
要介護・要支援に該当しないものの、介護や支援が必要になる可能性の高い高齢者」に
変更。

社会的孤立感の解消、自立生活の支援、介護予防を図るため、生きがいデイサービス
に通ってもらう。

2,851

750

作成日

　高齢者福祉

根拠法令等

１　計　画　（プラ

北広島市生きがい対応型デイサービス事業実施要綱
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□

□
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□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程
度か（達成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有
効か（手段有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番 22-23

2

・投入した予算や人員に見合った効果が得られ
ているか（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費で
もっと効率的な方法はないか）

妥
当
性

2

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業
か（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
(公共性・公益性の度合）

総合判定と今後の方向性（アクション

[※
前
年
度
の

２次
評

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

１次評価（高齢者の閉じこもりを解消すると言う介護予防対策の一分野を担い、効果が上がっ
ている。ここ数年生じていた利用待機者は、現在のところ生じておらず、待機者解消に向けた
開設日の拡大については、状況を見ながら検討していく）のとおり。

□現状継続
■見直し

介護保険法の要介護・要支援に該当はしないものの、
介護や支援が必要になる可能性の高い高齢者を対象
に介護予防事業を展開する。NPO法人の委託により
実施しており、このほかの手段は考えにくい。

延べ利用者数が減少している。欠員があった時は、逐
次新たな利用者に参加してもらう。

民間活力の
活用性評価
（事業担当

部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

平成１８年度から介護保険法が改正され、対象者が
「特定高齢者」に限定されたことから定員に満たない状
況が生じている。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に
偏っていないか。

参加は無料であるが、材料費相当額として３００円を負担する。。

評
点

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部
評価
委員
会の
総合
判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
□現状継続
■見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

生きがいデイサービスの新規利用対象者が平成18年
度から特定高齢者に限定されたことから、利用者が減
少傾向にあり、対象者の範囲を見直し定員を満たすこ
とで事業の効率を上げていく必要がある。

1次評価のとおり


